
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総社市新庁舎等ネットワーク構築業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和５年５月 

総社市総合政策部市政情報課 

  



１ 趣旨 

本要領は，総社市（以下「本市」という。）が現在建設している新庁舎における高度な 

職務遂行機能と利用者の利便性を高めるための新庁舎等ネットワークを構築する事業者

の公募による選定に関し必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

(1) 業務名 

総社市新庁舎等ネットワーク構築業務 

(2) 業務内容 

別紙「総社市新庁舎等ネットワーク構築業務仕様書」のとおりとする。 

(3) 履行期間 

 契約締結の日から令和７年３月３１日までとする。 

(4) 構築上限額 

 ３９７，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を上限とする。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は，次に掲げる要件を満たすこととする。ただし，一つ

の企業が複数の企画提案をすることはできない。なお，協力会社及び構成員についても同

様とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当しな

いこと。 

(2) 会社更生法（平成 14 年法律 154 号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法 

（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申立てをした者でないこと。た

だし，更生手続開始の決定を受けた者及び再生計画認可の決定（確定したものに限

る。）を受けた者を除く。 

(3) 総社市事務事業からの暴力団等排除対策要綱（平成 25 年総社市告示第 35 号）第 4

条に該当しないこと。 

(4) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

(5) 過去１０年以内に岡山県下の自治体（教育委員会を含む）において，同様のネット

ワーク構築業務又はネットワーク保守の実績を有すること。 

 

４ プロポーザル実施スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 

 

実施内容 実施期間又は期日 

公募開始 令和５年５月２６日（金） 

参加表明書兼誓約書等の提出期限 

※提出後に参考資料の受け取りがあ

ります。 

令和５年６月７日（水）１７時まで 

質問書受付期限 令和５年６月９日（金）１７時まで 



質問への回答 令和５年６月１４日（水） 

企画提案書等の提出期限 令和５年６月２３日（金）１７時まで 

一次審査結果通知 令和５年６月３０日（金） 

企画提案プレゼンテーション 

 

令和５年７月１０日（月）予定 

※具体的な日時は一次審査結果通知と同時に

事業者へ直接通知する。 

受託候補者の決定及び通知 令和５年７月１４日（金）予定 

  

５ 参加手続き実施要領等の配布 

実施要領の配布については，次のとおりとする。 

配布開始日 令和５年５月２６日（金）から 

配布資料 ① 要領（本書） 

② 仕様書 

③ 基本仕様書 

④ 機器調達及び特記仕様書 

⑤ 参加表明書兼誓約書（様式１） 

⑥ 法人等概要書（様式２） 

⑦ 業務実績調書（様式３） 

⑧ 企画提案書（様式４） 

⑨ 参考見積書（様式５） 

⑩ 業務実施体制表（様式６） 

⑪ 質問書（様式７） 

⑫ 参加辞退届（様式８） 

⑬ 詳細提案書作成要領（別紙１） 

⑭ 評価基準（別紙２） 

入手方法 総社市ホームページよりダウンロード 

 

６ 参加表明書兼誓約書等の提出 

 本プロポーザルの参加希望者は，次の書類を提出するものとする。各様式に従い期限内

に必要な書類を提出すること。 

提出期限 令和５年６月７日（水）１７時まで 

提出書類 ① 参加表明書兼誓約書（様式１） 

② 法人等概要書（様式２） 

③ 業務実績調書（様式３） 

提出先 事務局 

提出方法 持参又は郵送（電子メールによる提出は不可） 

※郵送の場合は，配達証明付き書留郵便とし，提出期限までに

必着とする。 

備考 上記書類すべての提出がない場合，企画提案書等は受け付けな

い。 



書類提出後，下記の参考資料を配布する。 

①資料１＿総社市新庁舎等ネットワーク構成図（案） 

②資料２＿無線 LANアクセスポイント配置想定図 

③資料３＿出先機関スイッチ等設置対象施設 

④資料４＿総社市新庁舎図面（建築，電気） 

 

７ 質問書の受付及び回答 

 本プロポーザルに係る質問及び回答は，次のとおり実施する。 

提出期限 令和５年６月９日（金）１７時まで 

提出様式 質問書（様式７）で提出すること 

提出方法 電子メールによる提出とする。（電子メール送信後は必ず電話

にて受信確認をすること。受信確認がとれた段階で質問書の受

理とする。） 

提出先 事務局 

質問への回答 質問の有無に関わらず，参加表明書兼誓約書（様式１）の提出

があった全ての者へ令和５年６月１４日（水）に電子メールに

て回答する。 

 

８ 企画提案書等の提出 

 企画提案書等の提出については，次のとおりとする。 

提出期限 令和５年６月２３日（金）１７時まで 

提出部数 １２部（正本１部（代表者印押印のもの），副本１１部（正本

の写し） 

提出書類 ①企画提案書（様式４） 

②詳細提案書（任意様式）  

③参考見積書（様式５）及び内訳書（任意様式） 

④業務実施体制表（様式６） 

⑤運用保守見積書（任意様式） 

提出先 事務局 

提出方法 持参又は郵送 

※郵送の場合は，配達証明付き書留郵便とし，提出期限までに

必着とする。 

備考 ・詳細提案書については，「詳細提案書作成要領（別紙１）」に

従い記入すること。 

・運用保守見積書については運用後５年間の保守費用（年額）

及び６年目以降の年額の保守費用（各種ライセンス更新費用

のすべてを含めること。）を記載すること。運用保守の要件

については機器調達及び特記仕様書を確認すること。 

 ※機器調達及び特記仕様書２－３，７の記載をよく確認し費

用を算出すること。 



９ 参加辞退について 

 参加表明書兼宣誓書（様式１）の提出後，参加辞退を行う場合は，令和５年６月２３日

（金）１７時までに参加辞退届（様式８）を提出すること。参加辞退届の提出後は，いか

なる理由があっても再参加は認めない。 

 

１０ 選定方式 

  選定方式は，本要領に記載する企画提案に係る書類及びプレゼンテーションにより，提

案者の経験及び実施の能力，見積価格及び提案内容を総合的に比較検討し，最適な事業者

を公募型プロポーザルで選定する。 

(1) 企画提案プレゼンテーション 

① 実施方法 

対面 

② 実施日 

令和５年７月１０日（月）予定 

※開始時刻については別途通知する。 

③ 所要時間等 

４０分程度（提案者からの説明３０分，質疑応答１０分） 

④ 説明 

・審査会への出席者については，事前にメールで報告すること。（ただし，参加 

できる最大人数は２人までとし，本業務における実施責任者は参加必須とす

る。） 

・指定時間に遅れた場合は審査しない。 

・二次審査の実施に当たり使用する機材等は原則提案事業者で準備するものと  

する。ただし，プロジェクター（ＨＤＭＩケーブル付）及び電源延長コードは

事務局で用意するものを使用して構わない。 

 

１１ 審査方法等 

(1) 審査委員会の設置 

本業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者（以下「受託候補者」という。）

を厳正かつ公正に決定するため，本プロポーザルの審査委員会を設置する。 

(2) 審査及び決定 

①評価基準 

 評価は，「評価基準（別紙２）」に基づき行う。 

②一次審査 

 審査委員会は，提出のあった企画提案書等を審査し，その合計点数に基づき二次   

審査対象者を３者程度選定する。 

審査結果は，令和５年６月３０日（金）に一次審査を行った全ての提案事業者

に対して通知する。なお，一次審査で選定された事業者については，二次審査の

日時も併せて通知する。 

③二次審査 

    審査委員会は，非公開でプレゼンテーション及びヒアリングを実施し，提案内容    



について各審査委員が採点し審査を行い，一次審査及び二次審査の合計点数によ

り最優秀者及び次点者を受託候補者として決定する。なお，最高得点者が２者以

上となった場合は，見積価格が低い者とし，それも同額の場合は審査委員会委員

長がくじ引きで決定する。 

審査結果は，令和５年７月１４日（金）に二次審査を行った全ての提案事業者 

に対して通知する予定。 

 

１２ 契約手続 

仕様書及び受託候補者の企画提案書等の記載事項を基本に協議の上，総社市契約規則 

（平成17年総社市規則第45号）に基づき契約を締結する。企画提案書等に記載され，選定 

で評価した項目については，原則として契約時の仕様に反映するものとする。 

なお，辞退その他の理由で契約ができない場合は，次の順位の提案者と同様の交渉を行

うこととし，以下同様とする。 

 

１３ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は，その者を失格とする。 

(1) 提出期限内に，提出書類が提出されなかった場合 

(2) 提出書類の内容に不足，虚偽の記載があった場合 

(3) 実施要領で示された提出期限，提出先，提出方法，参加資格，書類作成上の留意事

項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

(4) 実施要領等に違反すると認められた場合 

(5) 審査委員会の委員に対して，直接・間接を問わず故意に接触を求めることなど，審

査の公平性を害する行為があった場合 

(6) 参考見積書（様式５）の金額が２（４）の上限額を超える場合 

(7) 前各号に定めるもののほか，提案に当たり著しく信義に反する行為等，審査委員会

が失格であると認めた場合 

 

１４ その他留意事項 

(1) 審査経過については公表しない。また，審査結果に対する異議申し立ては受け付け

ない。 

(2) 本プロポーザルに係る経費はすべて提案者の負担とし，提出された書類は返却しな

い。 

(3) 提出書類の著作権は，提案者に帰属する。ただし，本業務に係る範囲において，必

要な場合には，提出書類を複製することがある。 

(4) 提出書類の提出後の修正又は変更は，一切認めない。 

(5) 提出書類等に記載された個人情報は，本業務の受託候補者の選定のみに使用し，そ

の他の目的には一切使用しない。 

(6) 本プロポーザルにおいて使用する通貨及び単位は日本国通貨及び円とする。 

 

 

 



１５ 事務局（問い合わせ先） 

 総社市 総合政策部 市政情報課 情報化推進係（本庁舎３階） 

 〒719-1192 総社市中央一丁目１番１号 

 電話：0866-92-8222  FAX：0866-92-8216 

 メールアドレス：joho@city.soja.okayama.jp 
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